
                                         

 

砂防関係施設点検業務委託歩掛及び仕様書 

 

1 適用範囲 

   本歩掛・仕様書は、香川県が発注する砂防関係施設点検業務委託に適用する。 

 

2 業務目的 

本業務は、既設砂防関係施設について、定期点検及び臨時点検を行うことを目的としている。ま

た、点検結果を踏まえ、客観的な基準で健全度を評価し、砂防関係施設の長寿命化計画更新の根拠

資料とするものである。 

本業務においては、砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第 1 条に規定する「砂防設備」、地すべり等

防止法(昭和 33 年法律第 30 号)第 2 条第 3 項に規定する「地すべり防止施設」及び急傾斜地の崩壊

による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57 号)第 2 条第 2 項に規定する「急傾斜地崩壊防

止施設」を総称して「砂防関係施設」と称する。 

なお本業務のフロー及び定期点検、臨時点検、詳細点検の位置付けは以下の通りである。 

 

 

 

本業務の範囲 



 

 

（出典：砂防関係施設点検要領（案） 平成 26 年 9 月 24 日 国土交通省砂防部保全課） 

 

3 業務概要 

3.1 業務場所 

香川県全域 

 

3.2 業務項目 

（１）打合せ協議 

（２）計画準備 

（３）砂防関係施設点検 

（４）砂防関係施設点検報告書作成 

（５）砂防関係施設台帳作成 

 

3.3 分析資料 

（１）施設台帳（砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設）（香川県） 

（２）砂防関係施設緊急点検結果（香川県） 

（３）砂防関係施設臨時点検結果（香川県） 

（４）砂防関係施設定期点検結果（香川県） 

（５）「砂防関係施設定期点検マニュアル」（香川県） 

（６）「砂防関係施設健全度評価マニュアル」（香川県） 

（７）「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）」 

（水管理・国土保全局砂防部保全課） 



（８）「砂防関係施設点検要領（案）」（国土交通省） 

（９）法令区域（砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区

域、土砂災害特別警戒区域）（香川県） 

 

4 業務内容 

4.1 打合せ協議 

本業務を適切に履行するために打合せ協議を行う。打合せ協議の回数は、業務着手時、中

間（１回）、業務完了時の計３回を予定している。なお業務遂行途中でも、内容に疑義が生じ

た場合など必要に応じてすみやかに協議を実施するものとする。 

 

4.2 計画準備 

業務計画書及び，詳細な施設毎の点検計画となる実施計画書の作成及び分析資料等関係資

料の収集・整理を行う。なお、土砂法の基礎調査や過去の点検結果等の既存資料との整合性

も確認すること。 

 

4.3 砂防関係施設点検 

点検方法については、5 作業条件 ならびに「砂防関係施設定期点検マニュアル」（香川県）

に準じるものとすること。 

点検後にとりまとめる資料は下記を標準とする。 

（１）点検個票（砂防：様式-1.1～1.4、急傾斜：様式 1_1～1_3、様式 2～4、地すべり：

様式 1_1～1_3、様式 2～4） 

（２）平面図、構造図 

（縮尺１／５００～１／１，０００程度とし施設損傷箇所等の記入に用いる。施設

台帳及び工事図面データは貸与するが、不足しているものについては、発注者と協

議し、使用上問題の無い国土地理院地図や模式図等でかえるものとする） 

（３）データベース（様式-2.1～2.3） 

（４）写真オリジナルデータ 

（５）施設台帳（砂防設備）（必要に応じて新規作成または修正） 

※点検個票、データベースは参考資料として別添。また様式に変更がある場合は別途指示 

 

4.4 砂防関係施設点検報告書作成 

4.3 砂防関係施設点検で得た情報を（１）点検個票、（３）データベースにとりまとめ、健

全度評価を行う。また（１）～（４）の資料等を照査・整理したものを報告書として作成し、

同時に既存のデータベースへの反映、統合台帳システム（砂防ＧＩＳ）へ登録可能なデータ

を作成することとする。 

 

4.5 砂防関係施設台帳作成 

4.4 砂防関係施設点検報告書作成でとりまとめたものを踏まえて、既存の砂防関係施設台

帳が無い箇所について新たに台帳を作成することとする。また、既存の台帳について、修正



が必要であれば修正も行う。 

5 作業条件 

5.1 実施体制 

点検は、現場での安全を考慮して複数名で行う。 

また、点検に必要な知識・技術を有した技術者が実施するものとする。 

 

5.2 実施対象 

本業務の数量は以下の点検対象施設集計表のとおりとするが、点検対象施設が確認できな

い場合、点検数量を減じるものとし、新たに確認できた場合は増とする。ただし、現地での

状況や、確認範囲について報告書を作成するものとし、報告書作成数量は減じないものとす

る。 

渓流保全工の延長については、各箇所の砂防設備台帳にある数値を基本とする。ただしそ

れに限らず、点検実施時、延長に異同があった場合は、延長が判読可能な資料（使用上問題

の無い国土地理院地図などに記入）で提示することとする。 

 

5.2.1  砂防設備等 

本業務では、点検の対象とする砂防設備として、砂防堰堤、床固工等のほか附随する

帯工、護岸工、水制工、渓流保全工、導流工、遊砂地工、山腹工、管理用道路も含むも

のとする。また、砂防設備に直接影響を与える周辺状況についても点検の対象とする。

砂防設備の部位については、「建設省河川砂防技術基準(案) 同解説・設計編［Ⅱ］」(昭

和 60 年 10 月、建設省河川局)を参考とすること。 

 

5.2.2  地すべり防止施設 

 本業務において地すべり防止施設とは、杭工、シャフト工、アンカー工、地表水排除

工、集水井工、横ボーリング工、排水トンネル工、のり面保護工、河川構造物等のほか、

管理用道路も含むものとする。また、地すべり防止施設に直接影響を与える周辺状況に

ついても点検の対象とする。地すべり防止施設の部位については、「地すべり防止技術指

針及び同解説」(平成 20 年 4 月、国土交通省砂防部・独立行政法人土木研究所)を参考と

すること。 

 

5.2.3  急傾斜地崩壊防止施設 

 本業務において急傾斜地崩壊防止施設とは、排水工、吹付工、張工、枠工、擁壁工、

アンカー工、杭工、落石防止工、柵工等のほか、管理用通路(階段等)も含むものとする。

また、急傾斜地崩壊防止施設に直接影響を与える周辺状況も含むものとして取り扱うこ

ととする。急傾斜地崩壊防止施設の部位については、「建設省河川砂防技術基準(案)同解

説・設計編［Ⅱ］」(昭和 60 年 10 月、建設省河川局)を参考とすること。 

 

5.3 実施方法 

点検は、原則として徒歩で行うものとして、臨時点検（定期点検も同様）については、施



設の外観及び施設周辺の状況を目視により把握し、点検個票に記録する。施設の点検作業は、

急峻な崖地や高所で実施するため、安全を考慮して、複数名により行うものとする。 

施設に異常が認められた場合(軽微なものは除く)は、必要に応じ、その状況に適応した計

測、打音、観察などの方法で確認する。 

写真撮影にあたっては特に次の事項に留意し実施すること。 

 

（１）点検項目の損傷がない場合も、各施設の状況がわかる写真を撮影すること。 

（２）砂防設備（砂防堰堤）は堤銘版、急傾斜地崩壊防止施設は指定標識を必ず撮影する

こと。 

（３）砂防設備（砂防堰堤）ではポールなどにより天端幅（水通し部）、堆砂状況（水通し

部から堆砂面までの高さ）の分かる写真を撮影すること。 

 

その他、実施方法の詳細については「砂防関係施設定期点検マニュアル」（香川県）に準じる

こととする。 

 

5.4 点検項目 

5.4.1  各施設に求められる機能と必要な性能 

 点検の際、対象とする部位に変状が認められた場合には、軽微であるかどうかを見極

め、その変状を放置すると当該施設の機能や性能にどのような影響を与えるかを考慮す

ることが必要となる。このため、点検に従事する者は、各部位の点検に当たっては、当

該施設に求められる機能と要求される性能を十分理解しておくことが必要である。 

 主な施設に求められる機能と必要な性能の概略を、以下の表に示す。 

 

 

 



 

 

 

 

（出典：「砂防関係施設点検要領（案）」 平成 26 年 9 月 24 日 国土交通省砂防部保全課） 

 

  



5.4.2  各施設及び各施設周辺状況等の点検 

各部位の変状レベルの評価は、変状レベルに応じて次の通り評価する。 

 

a．異常なし、または軽微な損傷 

b．損傷があるが、機能・性能低下に至っていない 

c．機能・性能低下あり 

 

各施設及び各施設周辺状況等の主な点検項目を以下の表に示す。なお、変状レベルの

評価基準及び事例写真については、「砂防関係施設健全度評価マニュアル」（香川県）及

び「砂防関係施設点検要領（案）」（平成 26 年 9 月 24 日 国土交通省砂防部保全課）の

P28 以降を参照すること。 

 

１）砂防設備 

 



   

 



 

 

（出典：「砂防関係施設点検要領（案）」 平成 26 年 9 月 24 日 国土交通省砂防部保全課） 

  



２）地すべり防止施設 

 

 



 



 

 

（出典：「砂防関係施設点検要領（案）」 平成 26 年 9 月 24 日 国土交通省砂防部保全課） 

  



３）急傾斜地崩壊防止施設 

 



 

 

（出典：「砂防関係施設点検要領（案）」 平成 26 年 9 月 24 日 国土交通省砂防部保全課） 

 

5.4.3  健全度評価 

施設の健全度評価は、部位ごとの変状レベルを評価した上で（必要に応じ部位グルー

プをまとめて変状レベルを評価する）、流域や当該地すべり地等の施設周辺の状況も踏ま

え、施設あるいは施設群全体について総合的に健全度を評価する。 

表記については次の通りとする。 

 

A．対策不要 

B．経過観察 

C．要対策 

 



 

（出典：「砂防関係施設点検要領（案）」 平成 26 年 9 月 24 日 国土交通省砂防部保全課） 

 

特に、砂防堰堤については、対策不要の Aを A0、A1、A2、経過観察の B を B1、B2、B3、要対策

Cを C1、C2 に区分する。 

損傷等が発生していないもしくは損傷等が軽微である施設の健全度を A1、過去に損傷等が発生

しているが補修や改築によって対策済の施設の健全度を A2、本体以外に損傷等が生じている場合

の健全度を B1、基礎洗掘以外の損傷等が生じている場合の健全度を B2、設備本体の損傷等（変状

レベル b）が見られるもので、基礎洗掘が生じている場合の健全度を B3、本体以外に重大な損傷

等が生じている場合の健全度を C1、設備本体に重大な損傷等（変状レベル c）が生じている場合

の健全度を C2 と区分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 砂防設備の健全度評価フロー 



なお各施設の健全度評価の考え方の詳細については、「砂防関係施設健全度評価マニュア

ル（香川県）及び「砂防関係施設点検要領（案）」（平成 26 年 9 月 24 日 国土交通省砂防部

保全課）の P28 以降に記載されているので評価の参考とすること。 

 

5.5 提出物 

成果報告書（紙面 1部、電子データ（CD 等の媒体に格納）2部） 

 

5.6 注意事項 

本仕様書に疑義を生じた場合は、担当職員と協議の上決定するものとし、受注者の一方的

な解釈によってはならない。また本仕様書に記載されていない事項であっても、作業上当然

必要と思われる事項は、本仕様書に含まれるものとする。 

 

 

 

 



6 構成 

6.1 業務の体系 

「土木設計業務等積算基準」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.2 直接人件費 

※１ 「（初回）」は初回点検を意味し、台帳に記載する内容（図面については、標準断面程度の作成を

想定）の不足を補うための現地踏査を含むものとする。 

※２ 点検には必要に応じて、ポールやクラックスケール、ハンマーなどを使用することとし、その変

状の状況をより詳細に把握する必要があると判断される場合や変状の原因把握が困難な場合に

は、別途詳細点検にて対応することとする。 

※３ 点検・台帳作成については詳細な測量作業は含まないものとする。（ポール横断程度は含む） 

※４ 「（3-3,4）砂防設備（渓流保全工）」の歩掛は、渓流保全工のみを点検する場合（途中に設置され

た床固工、帯工、護岸工、水制工などは含む）に使用することとする。 

砂防関係施設点検業務委託歩掛          

  項目 単位 数量 構成 備考 

        

主任 

技師 

技師 

(A) 

技師 

(B) 

技師 

(C) 

技術員  

（1） 打合せ協議 業務 1 1.5 1.5 1.5   
【内業】 

1 業務あたり 3回 

（2） 計画準備 箇所 100 1.8 1.8  1.8  【内業】 

（3） 砂防関係施設点検 ┐       【外業】 

（3-1） 砂防設備（初回） 箇所 10   3.3 3.3 3.3 3.0 箇所/日 

（3-2） 砂防設備（2回目以降） 箇所 10   3.0 3.0 3.0 3.3 箇所/日 

（3-3） 

砂防設備（渓流保全工）

（初回） 

m 1,000   3.0 3.0 3.0 350 m/日 

（3-4） 

砂防設備（渓流保全工） 

（2回目以降） 

m 1,000   2.5 2.5 2.5 420 m/日 

（3-5） 

地すべり防止施設 

（初回） 

箇所 10   3.3 3.3 3.3 3.0 箇所/日 

（3-6） 

地すべり防止施設 

（2回目以降） 

箇所 10   3.0 3.0 3.0 3.3 箇所/日 

（3-7） 

急傾斜地崩壊防止施設 

（初回） 

箇所 10   3.3 3.3 3.3 3.0 箇所/日 

（3-8） 

急傾斜地崩壊防止施設 

（2回目以降） 

箇所 10   3.0 3.0 3.0 3.3 箇所/日 

（4） 

砂防関係施設 

点検報告書作成 

箇所 100  10.0 10.0 20.0 20.0 

【内業】 

DB 入力を含む 

（5） 砂防関係施設台帳作成 ┐       【内業】 

（5-1） 新規作成 箇所 100    10.0 24.0  

（5-2） 既存修正 箇所 100    5.0 12.0  



6.3 その他原価 

その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。 

（その他原価）＝（直接人件費）×α／（１－α） 

ただし，αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であ

り、「香川県設計業務等標準積算基準書」を準用する。 

 

6.4 一般管理費等 

一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。 

（一般管理費等）＝（業務原価）×β／（１－β） 

ただし，βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、「香川県設計業務等標準積算基

準書」を準用する。 


